
 

２０２４年１２月１９日 

各位 

 

 

岐阜県警察および大垣共立銀行との 

「犯罪被害防止に関する協定」の締結について 

 

 株式会社十六銀行（頭取 石黒 明秀、以下「当行」といいます。）は、岐阜県警察（本部

長 三田 豪士）および株式会社大垣共立銀行（頭取 林 敬治、以下「大垣共立銀行」とい

います。）と「犯罪被害防止に関する協定」を下記のとおり締結いたしましたので、お知ら

せします。 

 本協定は、特殊詐欺、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺およびフィッシング等を手口とする

詐欺（以下「特殊詐欺等」といいます。）をはじめとした金融サービスを悪用する犯罪を巡

る深刻な情勢に鑑み、これら犯罪被害の防止および金融サービスの不正利用防止を目的と

した取組みを推進するために締結したものです。 

 当行は、岐阜県警察および大垣共立銀行と相互の連携をはかり、地域の安全・安心な生

活の実現に貢献してまいります。 

 

記 

１． 協定の内容 

取組事項 

・ 特殊詐欺等の被害のおそれがある取引または金融サービスの不正利用

のおそれがある取引を認知した場合には、岐阜県警察に対して必要な

情報を迅速に提供する。 

・ 特殊詐欺等の犯罪被害防止を推進するため、岐阜県警察と連携体制の

構築に向けた具体的協議を進めるなど、適切に対応する。 

・ 特殊詐欺等の被害防止および預金口座の不正利用防止等のために、 

お客さまへの声掛け、広告物の掲示等による各種広報啓発活動を行う。 

情報提供 

・ 岐阜県警察からの照会等に基づき、お客さまの財産の保護および安

全・安心を確保するために必要と認められる範囲で情報を提供する。 

※ 十六銀行と大垣共立銀行との間において、個人情報を含むお客さまの情報を

共有することはありません。 

・ 岐阜県警察は、特殊詐欺等の発生状況や手口等に関する情報について、

被害防止および金融サービスの不正利用防止のために必要と認められ

る範囲において、随時情報を提供する。 



２． 締結日 

２０２４年１２月１９日（木） 

 

３． 締結者 

当行、岐阜県警察、大垣共立銀行 

 

以 上 

 

【本件ご照会先：経営企画部 広報・ＩＲ室 ＴＥＬ ０５８－２６６－２５１１】 


